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近
世
後
期
本
庄
宿
に
お
け
る
本
陣
利
用
者
獲
得
と
休
泊
由
緒

―
『
田
村
本
陣
休
泊
控
帳
』
を
素
材
と
し
て
―

秋
山　

寛
行

　

は
じ
め
に　

　

大
名
家
は
公
用
通
行
を
行
う
際
に
そ
の
休
息
・
宿
泊
に
本
陣
を
利
用
し
た
。
各
宿

場
の
設
け
ら
れ
た
本
陣
は
そ
の
際
の
対
応
に
常
に
迫
ら
れ
た
。

本
陣
の
利
用
者
は
参
勤
交
代
を
行
う
大
名
家
が
中
心
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
蓄
積

が
あ
る（

（
（

。
本
稿
と
の
関
連
か
ら
は
忠
田
敏
男
氏
、
久
住
祐
一
郎
氏
に
よ
っ
て
大
名
家

の
本
陣
で
の
宿
割
や
宿
泊
時
の
詳
細
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

本
陣
の
研
究
史
は
大
島
延
次
郎
氏
に
よ
っ
て
本
陣
の
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
丸
山
雍
成
氏
は
中
山
道
蕨
宿
の
記
録
か
ら
本
陣
の
機
能
だ
け
で
は
な
く
助

郷
な
ど
の
周
辺
村
落
、
渡
船
場
や
宿
場
内
の
商
業
や
文
化
な
ど
に
つ
い
て
も
明
ら
か

に
し
て
い
る（

（
（

。

そ
の
よ
う
な
中
で
池
田
真
由
美
氏
は
本
陣
の
利
用
に
お
け
る
事
前
準
備
か
ら
宿
泊

に
い
た
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
検
討
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
名
家
の
宿
泊
の
流

れ
な
ど
本
陣
の
日
常
で
の
業
務
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
渡
辺
和
敏
氏
は
従
来
の

研
究
に
加
え
、
東
海
道
二
川
宿
本
陣
馬
場
家
の
経
営
の
側
面
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に

し
て
い
る（

４
）。

近
年
で
は
本
陣
を
営
む
家
と
経
営
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
検
討
や
、
宿
場
内
で
大

規
模
経
営
を
行
う
商
家
が
宿
場
運
営
に
お
お
き
く
関
わ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
て
い
る（

（
（

。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
本
稿
で
は
本
陣
が
大
名
家
の
休
泊
に
つ
い
て
書

き
記
し
た
「
休
泊
控
帳
」
を
用
い
る
。「
休
泊
控
帳
」
を
用
い
た
研
究
と
し
て
は
本

陣
で
の
休
泊
の
手
続
き
や
献
上
品
・
下
賜
金
の
や
り
と
り
な
ど
が
分
析
さ
れ
て
い

る（
（
（

。ま
た
近
年
、宮
川
充
史
氏
が
「
休
泊
帳
」
を
用
い
て
本
陣
の
経
営
基
盤
を
分
析
し
、

ど
の
よ
う
に
本
陣
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。
こ
れ
ま
で
の
「
休

泊
帳
」
を
用
い
た
数
量
分
析
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
陣
家
の
経
営
と
宿
場
の
維
持

に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
「
休
泊
控
帳
」
を
用
い
て
本
陣

の
休
泊
利
用
を
め
ぐ
る
本
陣
と
大
名
家
の
や
り
と
り
を
分
析
す
る
。
そ
こ
で
は
特
に

近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
本
陣
が
ど
の
よ
う
に
休
泊
利
用
者
を
獲
得
し
て
い
た
の

か
、
そ
の
過
程
を
踏
ま
え
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
に
本
陣
同
士
の
関
係
性
に

留
意
し
な
が
ら
分
析
を
行
い
た
い
。

　

一　

中
山
道
本
庄
宿
と
「
田
村
本
陣
休
泊
控
帳
」
の
概
要

　

本
庄
宿
は
中
山
道
江
戸
か
ら
十
番
目
の
宿
場
で
あ
る
。天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）、

徳
川
家
康
が
関
東
に
入
国
す
る
と
本
庄
に
は
小
笠
原
信
嶺
が
一
万
石
で
配
置
さ
れ
、

城
下
町
の
開
発
が
始
ま
っ
た（

（
（

。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
本

格
的
に
街
道
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
小
笠
原
信
之
の
時
代
に
新
た
に
中
山

道
沿
い
に
街
並
み
が
造
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
六
月
、
信

之
が
本
庄
か
ら
下
総
国
古
河
に
移
封
と
な
り
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
は
横
田

氏
・
三
上
氏
・
西
尾
氏
・
日
下
氏
の
旗
本
四
給
支
配
を
経
て
、元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）、

幕
領
と
な
り
、
幕
末
ま
で
代
官
支
配
が
続
い
た
。

宿
場
の
規
模
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
の
「
中
山
道
宿
村
大
概
帳
」
で
は
宿
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内
家
数
一
二
一
二
軒
、
人
別
四
五
五
四
人
で
あ
る
。
ま
た
本
陣
二
軒
・
脇
本
陣
二
軒
・

旅
籠
屋
は
七
十
軒
と
人
口
規
模
に
お
い
て
当
時
、
中
山
道
最
大
の
宿
場
で
あ
っ
た
。

本
陣
の
田
村
家
（
北
本
陣
）
は
小
笠
原
氏
の
中
山
道
整
備
に
と
も
な
っ
て
移
転
し

て
き
た
「
花
ノ
木
十
八
軒
」
の
一
家
で
あ
っ
た
。
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）、
加

賀
前
田
家
が
上
野
国
川
井
河
岸
に
設
け
て
あ
っ
た
本
陣
を
移
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ

る
と
伝
わ
る
（
同
十
四
年
説
も
あ
る
）。
そ
の
後
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に

本
庄
宿
が
人
馬
継
立
場
に
指
定
さ
れ
る
と
、
本
格
的
に
本
陣
経
営
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
。
当
主
は
代
々
作
兵
衛
を
名
乗
り
、
寛
政
期
以
降
は
左
惣
治
（
次
）
を
襲
名

し
て
い
る（

（
（

。

本
稿
で
用
い
る
「
田
村
本
陣
休
泊
控
帳
」（
以
下
、「
休
泊
控
帳
」
と
略
記
）
は

田
村
本
陣
が
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
か
ら
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
ま
で
の

二
二
三
年
間
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
史
料
は
横
長
で
表
紙
に
「
諸
御
大
名
様
御

休
泊
帳
」
な
ど
の
表
題
、
裏
表
紙
に
は
「
本
陣　

田
村
左
惣
治
」
な
ど
本
陣
当
主
の

名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
主
に
な
る
記
主
は
本
陣
当
主
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
先

行
研
究
で
も
筆
跡
や
記
述
の
不
統
一
性
か
ら
本
陣
当
主
以
外
に
も
関
係
者
が
記
入
し

た
と
の
指
摘
が
あ
る（

（1
（

。
そ
の
た
め
か
、
内
容
も
近
世
後
期
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
詳

細
に
記
録
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
記
述
内
容
は
休
泊
日
・
大
名
の
名
前
・
人
数
・

献
上
品
・
下
賜
金
・
食
事
内
容
・
料
理
人
や
番
所
の
有
無
・
使
用
し
た
道
具
や
馬
の

餌
代
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
本
陣
を
利
用
し
た
大
名
や
幕
府
役
人
な
ど
の
様
子
が
わ

か
る
。

田
村
家
の
他
に
も
う
一
つ
の
本
陣
が
内
田
家
（
南
本
陣
）
で
あ
る
。
内
田
家
は
元

禄
五
年
（
一
六
九
二
）
以
降
、
名
主
役
を
勤
め
て
い
た
が
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）

の
「
宝
暦
の
悶
着
」
と
い
う
騒
動
で
退
役
し
、
以
降
は
脇
本
陣
の
み
を
勤
め
た
と
い

う
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
脇
本
陣
か
ら
本
陣
に
昇
格
し
、
田
村
家
と
と
も
に

本
陣
を
勤
め
た
。
当
主
は
代
々
、
七
左
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
る
。
同
家
に
「
休
泊
控

帳
」
は
伝
わ
ら
な
い
が
、「
休
泊
控
帳
」
か
ら
大
名
ご
と
に
分
類
分
け
し
、
年
代
順

に
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
「
諸
家
様
御
休
泊
早
引
帳
」
が
伝
存
し
て

い
る（

（1
（

。

　

二　

本
陣
に
よ
る
利
用
者
獲
得
活
動
の
展
開

　
（
一
）
利
用
者
獲
得
の
動
き

大
名
が
参
勤
交
代
を
す
る
街
道
は
幕
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
の

際
に
ど
の
宿
場
で
休
息
を
取
り
、
ど
の
宿
場
で
宿
泊
す
る
か
は
大
名
家
次
第
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
い
か
に
本
陣
を
利
用
し
て
も
ら
う
か
が
宿
場
に
と
っ
て
重
要
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
大
名
家
で
は
「
定
宿
」
と
し
て
決
ま
っ
た
本
陣
を
利
用
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
一
方
で
、
そ
う
で
は
な
い
大
名
家
も
あ
り
、
本
陣
は
な
る
べ
く
多
く
の
大
名

家
に
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
直
接
交
渉
す
る
働
き
か
け
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

す
で
に
長
谷
川
勇
氏
が
休
泊
の
例
を
「
御
由
緒
」
と
し
て
本
陣
当
主
が
江
戸
藩
邸

や
周
辺
の
大
名
の
宿
泊
す
る
宿
場
へ
出
向
く
こ
と
な
ど
を
簡
略
に
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。

本
項
で
は
そ
の
指
摘
に
学
び
な
が
ら
、
時
系
列
の
順
を
追
っ
て
分
析
を
し
た
い
。
ま

ず
近
世
前
期
の
事
例
で
確
認
し
よ
う（

（1
（

。

【
史
料
一
】

丑
五
月
十
七
日

一
毛
利
飛
騨
守
様
深
谷
御
泊
ニ
而
御
国
元
へ
御
通
、
御
目
見
へ
罷
出
、
御
家
老
様

へ
御
目
見
へ
仕
候
、先
達
而
御
用
人
江
村
平
之
丞
様
御
頼
書
御
目
ニ
掛
候
へ
共
、

段
々
御
尋
ニ
付
、
則
拙
者
儀
者
古　

日
向
守
様
御
宿
申
上
候
へ
者
、
御
手
帳
ニ

御
記
御
持
参
被
成
候
、
江
村
様
御
意
被
成
候
者
、
重
而
御
通
リ
被
成
候
ハ
ハ
御

宿
御
無
心
可
申
旨
被
仰
置
候

こ
の
史
料
を
見
る
と
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）、
大
名
が
本
陣
を
利
用
し
た
際
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に
家
老
に
面
会
し
た
と
こ
ろ
、
先
日
の
御
用
人
に
渡
し
た
書
類
に
つ
い
て
質
問
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
か
つ
て
毛
利
日
向
守
が
休
息
し
た
際（

（1
（

に
今
後
の
宿
泊
を
願
い
出
た

こ
と
、
そ
の
こ
と
を
記
録
し
た
書
類
を
持
参
し
た
こ
と
を
伝
え
た
様
子
が
見
て
取
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
本
陣
側
か
ら
大
名
家
へ
宿
泊
の
働
き
か
け
が
、
か
つ
て
の
利
用
を

根
拠
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
名
家
の
も
と
に
直
接
休
泊
伺
に
赴
く
例
も
あ

る（
（1
（

。【
史
料
二
】

〇
卯
四
月
十
九
日
御
屋
敷
江
罷
出
候

一
松
平
越
中
守
様
木
曽
路
御
通
行
之
由
承
、
江
戸
御
屋
敷
へ
罷
出
、
御
宿
御
願
申

上
、
尤
先
年
ゟ
古
帳
持
参
御
目
懸
候
帳
面
ニ
御
印
、
木
曽
路
御
通
候
ハ
ハ
不
相

替
御
宿
可
被
仰
付
御
申
渡
被
成
候

こ
の
史
料
で
は
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
江
戸
藩
邸
へ
行
き
、
直
接
宿
泊
の
願

い
を
行
っ
た
こ
と
、「
古
帳
」
を
持
参
し
確
認
を
し
て
も
ら
い
、
帳
面
に
印
を
も
ら

い
中
山
道
通
行
の
際
は
宿
泊
す
る
と
の
旨
を
承
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
古
帳
」

と
は
元
禄
十
二
年
以
前
の
「
休
泊
控
帳
」
も
し
く
は
大
名
家
の
宿
泊
を
書
き
抜
い
た

帳
簿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
名
の
休
泊
記
録
の
帳
簿
が
こ
の
よ
う
な
場
面
で
実

際
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
大
名
家
は
田
村
本
陣
だ
け
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
次
の
事
例
か

ら
読
み
取
れ
る（

（1
（

。

【
史
料
三
】

元
禄
十
一
年
寅
七
月

一
立
花
主
膳
様
七
左
衛
門
所
御
宿
被
仰
付
候
ニ
付
、
先
年
拙
者
御
宿
仕
候
御
宿
帳

等
持
参
仕
、
御
宿
割
求
馬
様
へ
御
目
掛
候
処
、
尤
ニ
候
へ
共
、
此
度
者
七
左
衛

門
方
、
又
々
三
ケ
年
過
候
へ
者
此
海
道
、
旦
那
旅
行
被
致
候
ニ
付
、
其
節
其
元

方
へ
可
申
付
由
御
申
被
成
候

こ
れ
を
見
る
と
田
村
家
で
は
な
く
内
田
家
に
宿
泊
先
を
指
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
よ
う
に
本
陣
は
こ
の
時
田
村
家
の
み
で
あ
っ
た
が
、
大
名
家
に
よ
っ
て

は
当
時
、
脇
本
陣
の
内
田
家
を
指
定
す
る
こ
と
も
あ
り
、
特
に
元
禄
期
頃
か
ら
利
用

が
多
く
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

以
上
の
よ
う
に
本
陣
に
お
け
る
宿
泊
者
の
獲
得
活
動
は
記
録
上
、
元
禄
期
か
ら
確

認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
大
名
家
に
対
し
、本
陣
側
は
宿
泊
の
願
い
出
を
行
っ
て
い
る
。

手
順
と
し
て
は
以
前
の
宿
泊
記
録
で
あ
る
「
御
手
帳
」・「
古
帳
」
な
ど
を
持
参
し
、

大
名
家
へ
の
直
接
交
渉
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
宿
泊
先
は
必
ず
し
も
本
陣
だ
け
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
本
陣
は
積
極
的
な
休
泊
者
の
獲
得
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
見

て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
利
用
者
獲
得
を
め
ぐ
る
田
村
・
内
田
家
の
動
向

こ
こ
で
は
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
の
「
休
泊
控
帳
」
を
素
材
と
し
、
本
陣
利
用
者

獲
得
活
動
の
具
体
的
な
内
容
を
分
析
し
た
い
。
そ
の
際
に
田
村
・
内
田
家
の
関
係
性

や
動
き
に
留
意
し
た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
本
陣
を
勤
め
る
家
は
、
ど
の
よ
う
に
大
名
家
と
接
触
す
る
の
か
を

見
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る（

（1
（

。

【
史
料
四
】

二
万
石
越
後
与
板　

桶
川
、
本
庄　

七
左
衛
門
方

一
井
伊
右
京
亮
様　

御
泊

右
者
此
度
初
而
之
御
入
国
ニ
付
、
江
戸
御
屋
敷
江
罷
出
、
延
宝
四
年
御
昼
休
被

為
仰
付
候
御
由
緒
を
以
奉
願
上
候
所
、
七
左
衛
門
方
ゟ
も
段
々
再
応
願
出
候
由

ニ
而
隔
番
ニ
被
為
仰
付
候
、
当
日
七
左
衛
門
当
候
、
御
機
嫌
窺
ニ
罷
出
献
上
玉

子
壱
鉢
御
披
露
之
上
金
百
疋
御
目
録
被
下
置
、
難
有
頂
戴
仕
候
、
御
懸
リ
御
道
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中
方
前
沢
彦
八
様
ニ
御
座
候

こ
の
史
料
を
見
る
と
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
七
月
五
日
、
与
板
藩
井
伊
家
に
対

し
、
本
陣
側
が
江
戸
藩
邸
へ
赴
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
延
宝
四
年

（
一
六
七
六
）
に
田
村
本
陣
を
利
用
し
た
と
い
う
「
由
緒
」
を
提
出
し
て
い
る
。
一

方
内
田
本
陣
か
ら
も
「
由
緒
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は
内
田
本
陣
が
宿
泊
先
と

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
両
者
と
も
「
由
緒
」
を
主
張
し
た
た
め
、
隔
年
で
の
利

用
が
決
定
し
た（

（2
（

。
そ
の
後
、
宿
泊
当
日
に
は
田
村
本
陣
が
内
田
本
陣
ま
で
御
機
嫌
窺

（
伺
）
に
行
き
、
卵
を
献
上
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
井
伊
家
か
ら
は
金
百
疋
が

下
さ
れ
て
い
る
。

次
の
史
料
で
は
大
名
家
が
内
田
家
を
利
用
し
た
際
の
田
村
家
の
動
向
が
わ
か
る（

（2
（

。

【
史
料
五
】

五
万
石
越
前
西
鯖
江　

御
参
府

一
間
部
下
総
守
様　

御
通
行

右
者
倉
賀
野
、
熊
谷
御
泊
ニ
付
倉
賀
野
宿
迄
御
機
嫌
伺
御
休
願
ニ
罷
出
候
処
、

先
年
ゟ
外
本
陣
内
田
七
左
衛
門
方
江
御
宿
被
為
仰
付
候
ニ
付
此
度
も
同
人
方
江

御
休
被
為
仰
付
候
由
被
仰
聞
候
ニ
付
、
重
而
之
儀
者
隔
番
ニ
被
仰
付
被
下
置
候

様
奉
願
上
候
処
、
御
聞
済
被
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候

こ
の
史
料
で
は
倉
賀
野
宿
ま
で
御
機
嫌
伺
に
赴
き
、
重
ね
て
の
隔
番
（
隔
年
）
で

の
本
陣
利
用
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ほ
か
に
も
前
後
の
宿
や
大
名
家
が
利
用
し
て
い
る
遠
方
の
宿
場
で
も
御
機
嫌
伺
を

行
っ
て
い
る（

（2
（

。
ま
た
次
の
史
料
を
見
て
み
よ
う（

（2
（

。

【
史
料
六
】

上
州
七
日
市　

七
左
衛
門
方

一
前
田
大
和
守
様　

御
泊

右
者
両
三
年
已
前
ゟ
七
左
衛
門
方
ニ
而
度
々
江
戸
御
屋
敷
江
罷
出
、
先
年
御
休

泊
有
之
候
御
由
緒
を
以
、
種
々
御
願
立
等
い
た
し
殊
ニ
宜
敷
手
続
有
之
彼
是
取

拵
候
ニ
付
、
手
前
方
ゟ
も
段
々
御
由
緒
之
厚
趣
を
申
上
候
得
共
、
至
極
尤
ニ
ハ

候
へ
と
も
先
年
者
七
左
衛
門
方
江
度
々
被
致
止
宿
候
事
も
有
之
候
間
、
双
方
隔

番
ニ
被
為
仰
付
候
旨
毛
呂
善
右
衛
門
様
ゟ
去
ル
辰
年
中
被
仰
渡
候
、
右
ニ
付
此

度
之
御
先
触
ハ
七
左
衛
門
名
前
ニ
而
被
仰
出
候
、
当
七
月
三
日
御
宿
割
藁
藤
寛

輔
様
江
段
々
始
末
御
願
奉
申
上
候
所
、
先
年
毛
呂
氏
ゟ
被
仰
渡
候
通
、
隔
番
之

積
ニ
候
へ
者
其
趣
ニ
承
知
可
有
之
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
此
後
、
御
通
行
之
節
者
私

方
江
御
休
泊
御
用
向
被
仰
付
被
下
置
候
様
御
願
奉
申
上
候
、
尚
又
御
当
日
御
機

嫌
窺
ニ
罷
出
、
御
目
付
諸
事
道
中
掛
リ
高
橋
甚
右
衛
門
様
江
前
同
様
御
願
申
上

候
所
、
是
又
隔
番
之
積
ニ
被
仰
渡
候

御
家
老　

海
野
三
左
衛
門
様

御
用
人　

保
坂
伊
織
様

井
上
新
衛
様

御
目
付
道
中
掛
リ

高
橋
甚
右
衛
門
様

こ
れ
を
見
る
と
休
泊
者
が
内
田
本
陣
を
利
用
し
て
い
る
と
き
に
田
村
本
陣
側
が
御

機
嫌
伺
に
赴
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
田
村
本
陣
を
利
用
し
な
か
っ
た
大
名
家
等

に
対
し
、
こ
の
史
料
で
も
今
後
の
利
用
、
も
し
く
は
内
田
本
陣
と
の
隔
年
利
用
を
願

い
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
後
期
に
お
い
て
も
大
名
が
自
ら
の
本
陣
を
利
用
し

な
か
っ
た
際
に
活
発
な
勧
誘
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
両
本
陣
は
勧
誘
活
動
で
互
い
に
競
り
合
っ
て
ば
か
り
い
た
か
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
い
こ
と
も
次
の
史
料
か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う（

（2
（

。

【
史
料
七
】

一
井
伊
掃
部
頭
様　

七
左
衛
門
方
頼
宿

御
娘
様
御
泊
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（
中
略
）

右
者
同
日
御
支
配
様
御
泊
ニ
付
、
年
番
市
郎
左
衛
門
殿
ゟ
是
非
〳
〵
御
代
官
様

御
宿
い
た
し
呉
候
様
、
達
而
被
相
頼
候
ニ
付
、
無
拠
引
受
申
候
、
右
ニ
付
信
州

和
田
宿
御
泊
迄
御
注
進
書
差
上
、
漸
御
聞
済
ニ
相
成
候
儀
ニ
御
座
候

乍
恐
以
書
付
御
願
奉
申
上
候

今
般

御
姫
君
様
木
曽
路
御
通
輿
被
為　

遊
候
ニ
付
当
廿
一
日
私
方
江
御
泊
被
為
仰
付

難
有
御
受
奉
申
上
候
、然
ル
所
当
廿
一
日
之
儀
ハ
御
支
配
御
代
官
川
上
金
吾
様
、

此
度　

御
朱
印
御
渡
為
御
用
御
越
、
当
宿
御
泊
被
為
仰
付
候
趣
、
今
十
五
日
御

触
到
来
仕
候
ニ
付
、
御
差
合
ニ
相
成
驚
入
、
誠
奉
恐
入
候
、
往
古
ゟ

御
朱
印
御
渡
之
節
ハ
私
方
ニ
而
御
宿
相
勤
来
候
先
例
ニ
御
座
候
ニ
付
、
誠
ニ
以

奉
恐
入
候
御
願
ニ
ハ
御
座
候
得
共
、
同
御
本
陣
内
田
七
左
衛
門
方
江
御
案
内
奉

申
上
度
、
同
人
方
ニ
而
少
も
無
御
差
支
御
宿
相
勤
候
間
、
御
聞
済
被
成
下
候
様

偏
ニ
奉
願
上
候
、
依
之
不
取
敢
御
注
進
奉
申
上
候
、
此
段
被
為
訳
聞
召
、
格
別

之
御
隣
愍
を
以
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
ハ
ハ
先
例
も
相
立
、
誠
ニ
難
有
仕

合
奉
存
候
以
上

中
山
道
本
庄
宿

作
兵
衛
改
名

御
本
陣

安
政
四
巳
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村
左
惣
次

九
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
本
陣内

田
七
左
衛
門

彦
根
様

　

御
役
割
御
役
人
中
様

右
願
書
奉
差
上
候
所
、
御
聞
済
ニ
相
成
、
御
返
書
被
下
置
候
、
依
而
内
田
七
左
衛

門
方
ニ
而
少
も
無
御
差
支
御
宿
相
勤
申
候

こ
の
史
料
を
見
る
と
、
支
配
所
代
官
の
川
上
金
吾
が
検
見
や
寺
院
へ
の
御
朱
印
を

渡
す
御
用
で
通
行
す
る
た
め
、
年
番
の
市
郎
左
衛
門
が
ぜ
ひ
宿
泊
し
て
ほ
し
い
と
、

宿
泊
の
準
備
を
田
村
家
に
頼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
田
村
家
は
本
意
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
川
上
が
宿
泊
す
る
和
田
宿
ま
で
お
願
い
に
伺
い
、
宿
泊

し
て
も
ら
う
こ
と
が
か
な
っ
た
。
一
方
で
宿
泊
予
定
と
な
っ
て
い
た
井
伊
家
に
対
し

て
は
左
惣
次
・
七
左
衛
門
の
連
名
で
内
田
本
陣
の
利
用
へ
と
切
り
替
え
て
も
ら
え
る

か
を
頼
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
は
「
往
古
ゟ
御
朱
印
御
渡
之
節
」
は
田
村
本
陣
を
利
用

す
る
こ
と
が
「
先
例
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
田
村

本
陣
・
内
田
本
陣
両
者
で
宿
場
で
の
差
合
（
重
複
利
用
）
を
避
け
る
狙
い
が
あ
っ
た
。

大
名
家
よ
り
支
配
代
官
の
宿
泊
が
優
先
さ
れ
る
事
例
で
、
実
際
に
本
陣
家
が
そ
の
差

配
に
あ
た
っ
た
と
い
え
よ
う
。

他
に
も
火
事
に
よ
る
被
害
で
内
田
本
陣
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
際
に
そ
の
代
わ
り

に
田
村
本
陣
が
利
用
者
を
受
け
入
れ
た
り（

（2
（

、
一
方
で
田
村
本
陣
が
雨
漏
り
に
な
っ
た

際（
（2
（

に
は
内
田
本
陣
が
そ
の
利
用
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
ま
た
田
村
家
で
不
幸
が

あ
っ
た
際
に
は
大
名
の
宿
泊
を
内
田
家
に
頼
ん
で
い
る（

（2
（

。

こ
の
よ
う
に
両
本
陣
は
互
い
に
顧
客
勧
誘
活
動
な
ど
を
お
こ
な
う
場
面
も
見
ら
れ

る
一
方
で
、
互
い
に
協
力
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る（

（2
（

。
田
村
・
内
田
本
陣
の
対
立
・
協

力
の
関
係
性
も
本
陣
当
主
と
し
て
の
宿
場
内
で
の
権
限
の
維
持
や
影
響
力
の
拡
大
と

い
っ
た
側
面
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
と
き
に
衝
突
も
し
な
が
ら
も
、
と
も
に
本

陣
利
用
者
を
迎
え
、
円
滑
な
公
用
通
行
の
実
施
の
た
め
に
動
く
と
い
う
本
陣
と
し
て

の
宿
場
機
能
の
維
持
も
重
要
と
と
ら
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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三　

利
用
者
獲
得
活
動
と
休
泊
由
緒
の
使
用

（
一
）
休
泊
由
緒
を
め
ぐ
る
田
村
・
内
田
家
の
動
向

こ
こ
で
は
具
体
的
に
「
由
緒
」
を
用
い
た
利
用
者
獲
得
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
本
陣
側
は
宿
泊
の
経
歴
を
「
由
緒
」
と
し
て
示
し
て
大
名

家
側
と
交
渉
を
行
っ
た
。
そ
の
「
由
緒
」
が
次
の
史
料
で
あ
る（

（2
（

。

【
史
料
八
】

御
由
緒
書
覚

弘
化
三
午
年
七
月
廿
日
御
帰
国

一
堀
長
門
守
様　

手
前
方
御
泊

弘
化
四
未
年
九
月
九
日
御
参
府

一
堀
長
門
守
様　

七
左
衛
門
方
御
休

嘉
永
元
申
年
七
月
五
日

一
堀
長
門
守
様　

七
左
衛
門
方
御
泊

大
坂
御
加
番
御
登
之
節

嘉
永
三
戌
年
十
一
月
廿
餐
三
日
御
帰
国

一
堀
長
門
守
様　

七
左
衛
門
方
御
泊

嘉
永
四
亥
年
五
月
十
八
日
御
参
府

一
堀
長
門
守
様　

御
通
行

嘉
永
五
子
年
六
月
十
九
日
御
帰
国

一
堀
長
門
守
様　

手
前
方
御
泊

右
者
先
年
ゟ
七
左
衛
門
方
与
隔
番
ニ
御
休
泊
被
為
仰
付
相
勤
来
候
処
、
前
書
之

通
七
左
衛
門
方
ニ
而
勤
越
し
ニ
相
成
居
候
間
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
、
此

度
之
処
私
方
江
御
休
泊
被
為
仰
付
被
下
置
候
様
、
偏
ニ
奉
願
上
候
、
右
願
之
趣

御
聞
済
被
下
置
候
ハ
ハ
冥
加
至
極
、
難
有
仕
合
奉
存
候
以
上

本
庄
宿御

本
陣

嘉
永
六
丑
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村
左
惣
次

堀
長
門
守
様
御
内

御
宿
割
御
役
人
中
様

こ
れ
を
見
る
と
信
濃
須
坂
藩
堀
長
門
守
が
近
年
宿
泊
し
た
年
月
日
、
参
府
や
帰
国

な
ど
の
形
態
、
利
用
し
た
本
陣
が
田
村
家
・
内
田
家
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
が
列
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
本
陣
は
「
由
緒
」
と
呼
び
、
大
名
家
に
提
示
し
た
。
口
約
束

で
は
な
く
こ
の
よ
う
な
根
拠
を
用
い
る
こ
と
で
自
ら
の
本
陣
利
用
を
願
い
出
る
と

い
っ
た
、
い
わ
ば
勧
誘
活
動
の
材
料
に
し
た
の
で
あ
る
。
大
名
家
に
よ
っ
て
記
録
さ

れ
た
年
が
違
う
た
め
、
過
去
の
「
休
泊
控
帳
」
や
現
存
は
し
な
い
が
大
名
家
ご
と
の

休
泊
記
録
を
ま
と
め
た
よ
う
な
帳
簿
か
ら
書
き
抜
い
て
大
名
ご
と
に
作
成
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

ま
た
次
の
史
料
も
確
認
し
た
い（

（3
（

。

【
史
料
九
】

明
和
七
年
寅
四
月
廿
三
日
御
国
許
江

美
作
津
山
江
戸
鍛
冶
橋
御
門
ノ
内

一
松
平
越
後
守
様　
　
　
　

御
小
休

〇　
　

献
上
玉
子
壱
鉢
・
餅
菓
子
弐
重
、
拝
領
金
百
疋
・
白
銀
壱
両
、
壱
膳
食
な

し
、
御
用
人
中
様
餅
菓
子
弐
重

右
者
桶
川
御
泊
、
熊
谷
御
休
、
新
町
御
泊
ニ
付
、
熊
谷
宿
迄
先
年
御
宿
相
勤
候

御
由
緒
書
付
左
之
通
指
上
候
ニ
付
、
則
念
入
候
旨
ニ
而
御
小
休
被
仰
付
候

百
拾
五
年
已
前　

明
暦
弐
年
甲
壬
四
月
廿
日

一
松
平
越
後
守
様　

御
泊
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百
拾
二
年
已
前　

万
治
弐
年
亥
三
月
廿
五
日

一
松
平
越
後
守
様　

御
昼
休

九
十
四
年
已
前　

延
宝
五
巳
六
月
朔
日

一
越
後
中
将
様

同
年
巳
九
月
四
日

一
越
後
中
将
様
御
前
様　

御
泊

同
九
十
弐
年
已
前　

延
宝
七
未
三
月
十
四
日

一
越
後
中
将
様　

御
泊
御
宿
帳
有

名
前
不
残
書
上
ル

六
十
七
年
已
前　

宝
永
元
申
五
月
十
日

一
津
山
少
将
様　

御
泊
御
宿
帳
有

名
前
不
残
書
上
ル

六
拾
壱
年
已
前　

宝
永
七
寅
五
月
十
九
日
御
国
元
へ

一
松
平
越
後
守
様　

御
泊
御
宿
帳
有

名
前
不
残
書
上
ル

五
十
弐
年
已
前　

享
保
四
戌
四
月
廿
四
日
御
国
許
江

一
津
山
少
将
様　

御
泊
御
宿
帳
有

名
前
不
残
書
上
ル

廿
三
年
已
前　

延
享
五
辰
四
月
十
八
日

一
松
平
越
後
守
様　

御
昼
休

弐
十
壱
年
已
前　

寛
延
弐
年
午
四
月
廿
九
日

一
松
平
越
後
守
様　

御
通

町
鼻
迄
為
御
馳
走
罷
出
候
、
右
之
通
相
認
、
奥
書
ニ
御
小
休
願
文
言
ニ
而
宿

継
ニ
而
、
熊
谷
迄
上
申
候

（
後
略
）

こ
の
史
料
で
は
一
番
古
い
利
用
は
百
十
五
年
前
の
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
で
あ

り
、
そ
の
後
も
「
御
泊
御
宿
帳
」
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
こ

の
「
御
泊
御
宿
帳
」
が
現
存
す
る
「
休
泊
控
帳
」
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
現
存
し
な

い
大
名
ご
と
に
ま
と
め
た
宿
泊
帳
を
指
す
の
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
か

ら
抽
出
し
て
本
文
書
を
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
両
家
が
お
互
い
に
御
機
嫌
伺
を
行
っ
て
い
る
た
め
そ
れ
が
重
な
る

こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
は
こ
の
「
由
緒
」
が
重
要
で
大
名
家
も
そ
の

判
断
材
料
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
本
陣
利
用
の
決
定
を
大
名
家
へ
願
い
出
た
の

で
あ
る
。

ま
た
休
泊
決
定
後
に
お
い
て
も
「
由
緒
」
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
次
の
史
料

か
ら
わ
か
る（

（3
（

。

【
史
料
十
】差

上
申
御
請
書
之
事

太
守
様
来
寅
年
御
帰
国
被
為
遊
候
ニ
付
、
四
月
廿
三
日
ゟ
五
月
四
日
迄
之
内
当
宿

御
泊
被
為　

仰
付
候
御
内
約
御
触
御
拝
見
、
不
相
替
難
有
仕
合
奉
存
候
、
其
節
何

ニ
而
も
御
差
支
無
御
座
候
、
依
之
御
請
印
形
差
上
候
以
上

中
山
道
本
庄
宿

御
本
陣

嘉
永
六
寅
年
八
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村
左
惣
次

柳
河

（
マ
マ
）様

御
内

金
子
瀧
之
助
様

片
桐
小
助
様

外
ニ

先
年
ゟ
御
休
泊
被
為　

仰
付
候
御
由
緒
書
相
認
、
右
両
人
様
宛
名
ニ
い

た
し
差
上
申
候
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こ
の
史
料
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
五
月
十
一
日
に
筑
後
柳
川
藩
立
花
飛
騨
守

が
田
村
家
に
宿
泊
す
る
前
年
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
翌
年
の
宿
泊
の
「
御
内
約
」
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
、
利
用
す
る
日

程
も
幅
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
れ
以
前
の「
由
緒
書
」

を
作
成
し
、
藩
役
人
に
差
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
由
緒
」
を
示
し
、
前
年

の
段
階
で
翌
年
の
宿
泊
の
予
約
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　（
二
）
本
陣
利
用
大
名
の
獲
得
過
程
と
休
泊
由
緒
の
活
用

「
休
泊
控
帳
」
の
記
事
中
に
は
特
に
田
村
本
陣
を
よ
く
利
用
し
て
い
た
大
名
家
と

の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
性
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
丹
後

田
辺
藩
牧
野
家
を
事
例
に
田
村
家
・
内
田
家
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

み
た
い
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
休
泊
控
帳
」
か
ら
次
の
史
料
を
見
て
み
よ

う（
（3
（

。【
史
料
十
一
】

天
保
五
午
年
六
月
廿
七
日
御
帰
国

丹
後
田
辺

一
牧
野
山
城
守
様　

御
昼
休

〇　
　
　

献
上
御
断
、
拝
領
金
百
疋　
　

熊
谷
宿
御
泊
、
倉
賀
野
宿
御
泊

　
　
　
　

壱
膳
め
し
五
拾
人
程
、
御
馬
三
疋
、
飼
葉
用
意
、
御
宿
割
秋
保
九
兵
衛

様
上
下
四
人
前
日
御
越
被
成
候
、
茶
漬
出
ス
、
御
台
所
建
、
御
上
江
湯

壱
荷
程
入

右
者
往
古
ゟ
手
前
方
御
定
宿
ニ
付
、
先
月
中
江
戸
御
屋
敷
様
江
願
書
差
上
置
、

前
日
御
宿
割
様
御
越
之
節
途
中
迄
罷
出
候
所
、
内
田
七
左
衛
門
儀
も
途
中
江
罷

出
、
彼
是
御
願
奉
申
上
候
ニ
付
、
両
本
陣
御
見
分
御
座
候
所
、
私
方
御
由
緒
厚

候
ニ
付
不
相
替
被
仰
付
、
印
鑑
壱
枚
御
渡
被
下
候

然
ル
所
、
猶
又
熊
谷
宿
御
泊
江
御
関
札
持
参
い
た
し
、
彼
是
御
願
申
上
候
故
、

御
当
日
御
賄
方
田
中
源
兵
衛
様
私
方
御
由
緒
御
取
調
ニ
付
、
古
帳
面
不
残
入
御

披
見　

牧
野
佐
渡
守
様　

牧
野
豊
前
守
様
御
関
札
、
懸
御
目
候
所
往
古
ゟ
之
御

定
宿
御
本
陣
ニ
相
違
無
之
旨
、
明
白
ニ
相
分
リ
、
勿
論
内
田
七
左
衛
門
方
江
も

両
度
程
之
御
由
緒
有
之
候
得
共
、
私
方
差
支
之
節
御
案
内
仕
候
訳
も
委
し
く
相

分
リ
、
依
之
七
左
衛
門
御
呼
被
成
、
已
来
之
儀
ハ
左
惣
次
方
ニ
限
り
休
泊
申
付

候
間
、
左
様
心
得
、
申
争
等
無
之
様
可
仕
旨
、
急
度
御
断
被
遊
候
儀
ニ
御
座
候

こ
の
史
料
を
見
る
と
、
丹
後
田
辺
藩
牧
野
家
は
田
村
本
陣
を
「
往
古
ゟ
御
定
宿
」

に
し
て
い
る
。
江
戸
藩
邸
に
休
泊
利
用
の
願
書
を
提
出
し
た
際
、
内
田
家
か
ら
も
願

い
出
が
あ
っ
た
が
、
両
本
陣
を
検
分
し
た
結
果
、
田
村
家
の
方
に
決
定
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
牧
野
家
か
ら
は
「
御
由
緒
厚
候
ニ
付
不
相
替
」
と
の
仰
せ
が
あ
り
、
印
鑑

が
押
さ
れ
た
紙
を
本
陣
に
置
い
て
い
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
休
泊
帳
の
同
頁
に
は
そ
の

印
鑑
の
押
さ
れ
た
紙
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る（

（3
（

。
印
の
押
さ
れ
た
紙
を
本
陣
に
置
く
こ

の
や
り
と
り
こ
そ
が
定
宿
に
指
定
す
る
一
連
の
流
れ
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

合
わ
せ
て
同
日
の
内
田
本
陣
の
記
述
も
確
認
し
て
お
き
た
い（

（3
（

。

【
史
料
十
二
】

天
保
五
午
年
六
月
廿
七
日
上
り
同
役
方

牧
野
山
城
守
様
田
辺
御
昼
休

御
賄
方
御
掛
り　

田
中
源
兵
衛
様

御
宿
割　
　
　
　

秋
保
九
兵
衛
様

右
御
通
行
ニ
付
、
前
広
江
戸
屋
敷
様
へ
願
書
差
上
、
当
年
ハ
手
前
方
江
被
仰
付
、

已
来
同
役
と
隔
年
ニ
被
仰
付
度
旨
、
御
掛
リ
中
川
小
一
郎
様
へ
願
書
差
上
候
処
、

至
極
御
聞
済
、
然
ル
所
前
日
御
宿
割
御
出
被
成
候
間
、
御
□
中
江
罷
出
、
先
年
御

関
札
御
目
ニ
掛
ケ
候
所
、両
本
陣
見
分
之
上
可
申
付
旨
ニ
而
双
方
御
見
分
有
之
所
、

此
度
ハ
同
役
方
被
申
付
候
間
、
以
来
ハ
取
斗
方
も
可
有
之
旨
被
仰
聞
、
依
之
、
御
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当
日
御
伺
申
上
候
所
、
御
掛
リ
田
中
源
兵
衛
様
ゟ
被
仰
聞
候
者
、
先
年
ゟ
之
本
陣

ハ
田
村
方
ニ
有
之
、
其
元
方
ハ
同
家
差
支
之
節
相
頼
候
間
、
此
段
左
様
心
得
候
様

被
仰
聞
、
当
方
手
控
ニ
者
左
様

内
田
家
側
で
は
本
陣
に
あ
る
関
札
を
示
し
、
宿
泊
の
根
拠
と
し
よ
う
と
し
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
検
分
の
結
果
、
田
村
家
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に

内
田
家
は
「
先
年
ゟ
之
本
陣
ハ
田
村
方
ニ
有
之
、
其
元
方
ハ
同
家
差
支
之
節
相
頼
候

間
、
此
段
左
様
心
得
候
様
」
と
申
し
渡
さ
れ
た
。

こ
の
天
保
五
年
以
降
、
内
田
家
の
記
録
で
あ
る
「
諸
家
様
御
休
泊
早
引
帳
」
に
田

辺
藩
牧
野
家
の
記
載
は
な
く
な
る
の
で
、
田
村
家
の
み
の
利
用
へ
移
行
し
た
と
思
わ

れ
る
。
牧
野
家
が
田
村
家
を
休
泊
所
と
し
て
多
く
利
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
詳
ら

か
で
は
な
い
が
、
本
陣
側
か
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
や
、
利
用
の
際
の
対
応
等
が

利
用
す
る
大
名
家
に
と
っ
て
良
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
大
名
家
の
事
例
で
あ
る
が
、
本
陣
利
用
を
め
ぐ
る
動
向
を
検
討

し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
本
陣
利
用
の
「
由
緒
」
が
大
名
家
側
に
と
っ
て
も
重
要
視
さ

れ
て
お
り
、休
泊
す
る
本
陣
決
定
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

本
陣
に
よ
る
休
泊
利
用
者
の
獲
得
活
動
は
元
禄
期
よ
り
見
ら
れ
、
江
戸
藩
邸
や
前

後
の
宿
場
な
ど
に
赴
き
御
機
嫌
伺
を
行
っ
た
。
そ
の
際
に
休
泊
記
録
を
持
参
し
、
大

名
家
へ
の
直
接
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。

本
庄
宿
で
は
近
世
後
期
に
田
村
家
と
内
田
家
が
本
陣
を
勤
め
た
。
両
家
は
大
名
家

へ
本
陣
利
用
を
願
い
出
る
際
、
江
戸
藩
邸
や
前
後
の
宿
場
な
ど
に
赴
き
、
御
機
嫌
伺

を
し
た
。
そ
の
際
に
、
過
去
の
大
名
家
の
休
泊
記
録
を
ま
と
め
た
「
由
緒
」
を
作
成

し
、
提
出
し
た
。
こ
の
個
別
大
名
家
の
休
泊
を
ま
と
め
た
「
休
泊
由
緒
」
は
古
く
は

百
年
以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
る
大
名
家
も
あ
り
、
本
陣
の
顧
客
獲
得
に
重
要
な
意
味
を

果
た
し
た
。

休
泊
利
用
が
か
な
わ
な
か
っ
た
場
合
に
も
当
日
、
御
機
嫌
伺
を
行
い
、
献
上
品
を

渡
す
な
ど
、
本
陣
を
勤
め
る
家
は
細
や
か
な
対
応
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
営
業

活
動
」
を
田
村
・
内
田
家
と
も
に
展
開
し
た
。
両
家
は
時
に
競
争
関
係
に
な
り
な
が

ら
も
、
互
い
に
協
力
す
る
面
も
多
々
見
ら
れ
た
。
正
常
な
人
馬
継
立
を
行
い
、
宿
場

機
能
を
停
滞
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
本
陣
を
利
用
し
た
大
名
家
の
中
の
事
例
と
し
て
丹
後
田
辺
藩
牧
野
家
を
取
り

上
げ
た
。
同
家
は
田
村
家
を
「
往
古
ゟ
御
定
宿
」
と
し
、
内
田
家
よ
り
も
「
御
由
緒

厚
」
い
本
陣
と
し
て
優
遇
し
た
。
そ
の
際
に
も
「
由
緒
」
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
大
名
家
ご
と
に
本
陣
へ
の
対
応
に
差
が
あ
っ
た
の
か
、
他
の
大
名
家

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

大
名
通
行
時
の
本
陣
内
部
の
動
向
や
、
本
陣
当
主
の
負
担
な
ど
に
つ
い
て
追
求
し

て
い
く
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
（
１
）
丸
山
雍
成
『
参
勤
交
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
根
岸
茂
夫
『
大
名
行
列
を
解

剖
す
る　

江
戸
の
人
材
派
遣
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
2
）
忠
田
敏
男
『
参
勤
交
代
道
中
記
―
加
賀
藩
史
料
を
読
む
―
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
の

ち
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
『
加
賀
百
万
石
と
中
山
道
の
旅
』（
新
人

物
往
来
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
久
住
祐
一
郎
『
三
河
吉
田
藩
・
お
国
入
り
道
中
記
』（
集
英

社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
一
九
年
）。

（
3
）
大
島
延
次
郎
『
本
陣
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
五
年
）、
丸
山
雍
成
『
近
世
宿
駅

の
基
礎
的
研
究
一
・
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
。
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（
4
）
池
田
真
由
美
「
本
陣
史
料
の
基
礎
的
研
究
―
四
日
市
宿
清
水
本
陣
の
休
泊
関
連
史
料
を
中

心
に
―
」（
大
石
学
監
修
、
太
田
尚
宏
・
佐
藤
宏
之
編
『
東
海
道
四
日
市
宿
本
陣
の
基
礎
的

研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）、
渡
辺
和
敏
『
東
海
道
交
通
施
設
と
幕
藩
制
社
会
』（
岩

田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
5
）宮
川
充
史「
参
勤
交
代
に
お
け
る
渡
河
と
御
馳
走
船
―
美
濃
路
起
渡
船
場
を
事
例
に
―
」（『
地

方
史
研
究
』
第
四
一
九
号
、
二
〇
二
二
年
）、
久
住
祐
一
郎
「
東
海
道
二
川
宿
に
お
け
る
商

家
の
経
営
と
地
域
金
融
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
三
河
―
交
流
か
ら
み
る
地
域
形
成
と

そ
の
変
容
―
』
雄
山
閣
、
二
〇
一
六
年
）。

（
6
）
渡
辺
和
敏
「
東
海
道
二
川
宿
の
本
陣
宿
帳
」（『
近
世
史
藁
』
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
佐

藤
宏
之
「
四
日
市
宿
清
水
本
陣
休
泊
帳
の
概
要
と
分
析
」（
前
掲
『
東
海
道
四
日
市
宿
本
陣

の
基
礎
的
研
究
』）、
丹
治
健
蔵
『
近
世
東
国
の
人
馬
継
立
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
八
年
）、

拙
稿
「
加
賀
前
田
家
の
中
山
道
通
行
と
上
州
安
中
宿
の
対
応
」（
加
能
地
域
史
研
究
会
・
群

馬
歴
史
民
俗
研
究
会
編
『
地
域
・
交
流
・
暮
ら
し　

加
賀
・
能
登
、
そ
し
て
上
州
』
岩
田
書
院
、

二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

（
7
）
宮
川
充
史
「
美
濃
路
起
宿
加
藤
本
陣
家
の
経
営
形
態
」（『
交
通
史
研
究
』
第
九
八
号
、

二
〇
二
一
年
）。

（
8
）
特
に
断
ら
な
い
限
り
本
庄
市
史
編
集
室
『
本
庄
市
史　

通
史
編
Ⅱ
』（
本
庄
市
、一
九
八
九
年
）

四
七
一
頁
～
六
四
一
頁
に
拠
る
。

（
9
）
柴
崎
起
三
雄
「
英
甫　

本
庄
駅
御
本
陣
田
村
作
兵
衛
事
」（『
本
庄
市
史
拾
遺
』
第
二
十
二
号
、

一
九
八
八
年
）。

（
10
）「
田
村
本
陣
休
泊
控
帳
」
は
個
人
蔵
。
本
稿
で
は
長
谷
川
勇
編
『
中
山
道
本
庄
宿　

田
村
本

陣
休
泊
控
帳
』（
さ
き
た
ま
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
を
用
い
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、

〇
年
〇
月
〇
日
条
（『
休
泊
控
帳
』
〇
頁
）
と
記
載
す
る
。
な
お
『
中
山
道
本
庄
宿　

田
村

本
陣
休
泊
控
帳
』
は
壱
・
弐
・
参
・
肆
の
全
四
冊
で
、
頁
数
は
四
巻
合
わ
せ
て
通
巻
に
な
っ

て
い
る
。
概
要
に
つ
い
て
は
同
書
の
長
谷
川
氏
の
解
説
と
同
氏
「
Ⅲ　

田
村
本
陣
と
本
陣

文
書
の
概
要
」（
本
庄
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
『
本
庄
市
の
鎌
倉
街
道
と
中
山
道
―

ほ
ん
じ
ょ
う
の
古
道
と
歴
史
―
』、
二
〇
一
三
年
）
に
拠
る
。
ま
た
長
谷
川
氏
は
「
田
村
本

陣
休
泊
控
帳
か
ら
」（『
児
玉
町
の
文
化
財
』
創
刊
号
、
二
〇
一
五
年
）
で
も
『
休
泊
控
帳
』

の
中
か
ら
大
名
の
湯
治
利
用
な
ど
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

（
11
）
前
掲
『
休
泊
控
帳　

壱
』
解
説
。

（
12
）「
諸
家
様
御
休
泊
早
引
帳
」（
個
人
蔵
）。『
本
庄
市
史
料　

第
八
巻　

本
庄　

内
田
家
文
書
』（
本

庄
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
三
年
）
に
全
文
翻
刻
が
収
録
。
本
稿
で
も
同
書
を
用
い
る
。

（
13
）
前
掲
『
休
泊
控
帳　

壱
』
解
説
。

（
14
）
元
禄
九
年
五
月
十
七
日
条
（『
休
泊
控
帳　

壱
』
五
十
五
頁
）。

（
15
）
明
暦
二
年
五
月
十
日
条
（『
休
泊
控
帳　

壱
』
九
頁
）
に
「
毛
利
日
向
守
様　

御
休
」
と
あ
る
。

（
16
）
元
禄
十
二
年
四
月
十
九
日
条
（『
休
泊
控
帳　

壱
』
六
〇
頁
）。

（
17
）
元
禄
十
一
年
七
月
条
（『
休
泊
控
帳　

壱
』
五
十
八
頁
）。

（
18
）
前
掲
『
本
庄
市
史　

通
史
編
Ⅱ
』
五
二
五
頁
。
例
え
ば
、
元
禄
十
二
年
九
月
三
日
条
（『
休

泊
控
帳　

壱
』
六
十
二
頁
）
や
同
年
五
月
二
十
日
条
（『
休
泊
控
帳　

壱
』
六
十
三
頁
）
な

ど
に
も
内
田
家
へ
の
宿
泊
が
確
認
で
き
る
。

（
19
）
文
政
六
年
七
月
五
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
一
〇
二
頁
）。

（
20
）
こ
の
際
の
井
伊
家
か
ら
の
覚
書
が
【
史
料
四
】
の
後
に
以
下
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

「　
　

文
政
六
未
年
七
月

井
伊
右
京
亮
様
御
役
所
ゟ
被
下
置
候
御
書
付
壱
通

覚

一
今
度
右
京
亮
殿
入
部
ニ
付
、
止
宿
之
儀
、
兼
而
願
之
趣
茂
有
之
候
得
共
、
所
故
有
之
内

田
七
左
衛
門
方
へ
申
達
候
処
其
元
再
応
之
願
ニ
付
、
来
夏
参
府
之
節
者
其
元
方
江
止
宿

有
之
、
以
来
七
左
衛
門
と
代
々
被
致
止
宿
候
間
、
申
合
差
支
無
之
様
御
取
斗
可
有
之
候

以
上五

月
十
一
日　
　
　

成
田
丑
五
郎
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前
沢
彦
八

小
熊
小
八
郎

金
居
彦
助

田
村
左
惣
次
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
21
）
文
政
七
年
五
月
二
十
三
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
一
〇
七
頁
）。

（
22
）
具
体
的
な
範
囲
の
分
析
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
23
）
文
政
五
年
七
月
十
六
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
〇
九
五
頁
）。

（
24
）
安
政
四
年
九
月
二
十
五
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
四
二
二
頁
）。

（
25
）
弘
化
三
年
閏
五
月
八
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
三
〇
〇
～
一
三
〇
一
頁
）。

（
26
）
前
掲
「
諸
家
様
御
休
泊
早
引
帳
」
安
永
三
年
七
月
七
日
条
・
十
一
頁
。

（
27
）
文
化
十
三
年
三
月
二
十
四
日
条
（『
休
泊
控
帳　

参
』
一
〇
四
〇
～
一
〇
四
一
頁
）。

（
28
）
長
谷
川
勇
氏
も
「
内
田
本
陣
と
田
村
本
陣
は
様
々
な
関
わ
り
を
も
っ
て
、あ
る
時
は
対
立
し
、

あ
る
時
は
協
力
し
て
経
営
に
あ
た
っ
た
。」と
の
評
価
を
し
て
い
る（
前
掲『
休
泊
控
帳　

壱
』

「
解
説
」）。

（
29
）
嘉
永
五
年
六
月
十
九
日
条
の
項
の
挿
入
文
書
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
三
五
八
頁
～

一
三
五
九
頁
）。

（
30
）
明
和
七
年
四
月
二
十
三
日
条
（『
休
泊
控
帳　

弐
』
五
六
一
頁
）。

（
31
）
嘉
永
七
年
五
月
十
一
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
三
八
一
頁
）
に
記
載
。

（
32
）
天
保
五
年
六
月
二
十
七
日
条
（『
休
泊
控
帳　

肆
』
一
一
八
九
頁
）。

（
33
）
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
文
書
は
包
紙
に
入
れ
ら
れ
た
状
態
で
あ
る
。

（
包
紙
）

「　
　
　

 

牧
野
山
城
守
様
御
宿
割
様
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
印
鑑　
　
　

御
渡
被
遊
候

天
保
五
午
年
六
月
廿
六
日

御
本
陣

田
村
左
惣
治　
　
　

」

（
本
文
）

「　
　
　

牧
野
山
城
守
内

印
鑑　

㊞　

秋
保
九
兵
衛　
　
　

」

（
34
）
前
掲
「
諸
家
様
御
休
泊
早
引
帳
」
一
〇
四
頁
。
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